
第１１回 千曲市林業振興協議会 次第 

 

日時：平成 25 年 12 月 24 日午後 1 時 30 分 

場所：上山田庁舎 302 会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．市長あいさつ 

 

３．自己紹介 

 

４．会長・副会長の選任について 

 

５．協議事項 

 

（１）千曲市の森林について 

千曲市森林整備計画の一部変更について 

 

（２）千曲市の林業施策について 

 

 

（３）千曲市における今後の松くい虫防除対策について 

 

 

６．その他 

 

（１）長野地方事務所林務課より 

 

（２）千曲市特定間伐等促進計画について 

 

 

５．閉 会 



 

千曲市林業振興協議会委員名簿（敬称略） 

 

所 属 職 名 氏 名 備  考  

長野森林組合 更埴支所長 春日 賢一 (1)農林業関係者 1 

ＮＰＯ法人千曲の森 理事長 唐澤 伊和男 (1)農林業関係者 2 

若宮､羽尾､須坂､上徳

間､内川､千本柳財産区 
議 長 塚田 勝壽 (2)農林業関係団体が推薦する者 6 

ちくま農業協同組合 営農経済部長 宮坂 直隆 (2) 農林業関係団体が推薦する者 7 

千曲市区長会連合会 

更埴支部 
生萱区長 相澤 正秀 (3)千曲市区長会連合会が推薦する者 3 

千曲市区長会連合会 

戸倉支部 
羽尾第４区長 塚田 敦志 (3) 千曲市区長会連合会が推薦する者 4 

千曲市区長会連合会 

上山田支部 
八坂自治会長 鹿田 龍太郎 (3) 千曲市区長会連合会が推薦する者 5 

鳥獣保護委員 鳥獣保護委員 山﨑 文典 (4)学識経験のある者 8 

長野地方事務所 林務課長 宮﨑 広雄 (4)学識経験のある者 9 

千曲市環境市民会議 運営委員 神尾 雄二 (4)学識経験のある者 10 

千曲市建設業協会 理 事 本保 雅規 (4)学識経験のある者 11 

みどりの少年団育成会 更級小学校長 山﨑 一男 (4)学識経験のある者 12 

公 募  唐木 美子 (5)公募による者 13 

公 募  小林 正昭 (5)公募による者 14 

公 募  小松 たつ子 (5)公募による者 15 

公 募  栁澤 信子 (5)公募による者 16 

以上 1６名 任期２年（H25．12．1 ～ H27．11．30） 



 

○千曲市林業振興協議会要綱 

平成 15年 9月 1日 

告示第 122号 

(設置) 

第 1条 林業の健全な振興発展を図るため、千曲市林業振興協議会(以下「協議会」

という。)を置く。 

 

(所掌事項) 

第 2条 協議会は、林業の活性化、経営基盤の強化を図るため、次に掲げる事項につ

いて協議し、その推進を図るものとする。 

(1) 森林整備計画及び施業に関すること。 

(2) 林業生産基盤の整備に関すること。 

(3) 学有林等森林の利用に関すること。 

(4) 国土保全並びに森林病害虫及び自然保護に関すること。 

(5) 林業の経営、林業後継者の育成及び林業関係団体に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、林業振興に関する事項 

 

(組織) 

第 3条 協議会は、委員 16人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 農林業関係者 

(2) 農林業関係団体が推薦する者 

(3) 千曲市区長会連合会が推薦する者 

(4) 学識経験のある者 

(5) 公募による者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

 

(会長及び副会長) 

第 4条 協議会に会長 1人及び副会長 1人を置き、委員が互選する。 

2 会長は協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(任期) 

第 5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期

間とする。 



 

2 前項の規定にかかわらず、役職により委嘱された委員の任期は、その在職期間と

する。 

 

(会議) 

第 6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。 

 

(庶務) 

第 7条 協議会の庶務は、経済部農林課において行う。 

 

(その他) 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 15年 9月 1日から施行する。 

附 則(平成 23年 12月 7日告示第 64号) 

この要綱は、平成 23年 12月 7日から施行する。 

附 則(平成 25年 10月 10日告示第 82号) 

この告示は、平成 25年 10月 10日から施行する。 

 





 


